
 

 

進級・入学おめでとうございます！ 

 保健室は、養護教諭・小松、サポート看護師・阿部が担当します。

皆さんの元気な心と体づくりをサポートしていきます。笑顔いっぱい、

元気いっぱいの１年にしましょう！よろしくお願いします。 

 

学校での健康診断は、「疾病異常の疑いがあるかどうか」のスクリーニング検査です。

「疾病異常の疑いがある」という場合、その都度「結果のお知らせ」を配付します。医療

機関にて治療や詳しい検査を受けていただくようお願いいたします。異常なしの場合は、

配付しませんので、ご承知おきください。 

 

＼よろしくお願いします／ 
お世話になる学校医・歯科医・薬剤師の先生方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 実施日 対象者 

健康の記録 

結核・運動器検診票 

４／７（月）配付済、４／１１(金)回収 ２･３年生 

４／９（水）配付済、４／１４(月)回収 １年生 

身体測定・視力・聴力 

※聴力は１･３年のみ 
４／１１（金） 全学年 

心臓検診 ６／３（火） １年生（他学年該当者） 

尿検査 未定 全学年 

眼科検診 ５／１９（月） 全学年 

歯科検診 ５／１５（木） 全学年 

内科検診（結核・運動器） ６／２（月）男子、６／１６（月）女子 全学年 

耳鼻科検診 ５／７（水） 

１年生、けやき・こぶし、 

２・３年生希望者 

※今年度より対象者変更 

スコリオ検診（側わん症検診） ２学期 ２年生（他学年該当者） 

低線量Ｘ線（スコリオ２次） ２学期 １次検診結果から 

内科 
から桃内科 熊谷 尚子 先生 

流山北クリニック 日野 裕史 先生 

歯科 
ファミリー歯科医院 武田 宗一郎 先生 

おおたかの森レブン歯科 松本 充正 先生 

耳鼻科 桜耳鼻咽喉科めまいクリニック 高峰 敦 先生 

眼科 サクラテラスつづき眼科 都築 恭子 先生 

学校薬剤師 千葉愛友会記念病院 石黒 奈緒 先生 

令和７年４月 

流山市立おおぐろの森中学校 

保健室 

保護者印の押印が

不要になりました 

セクハラ相談員の先生方を

紹介します！ 

 

内山教頭先生 田根先生 

益戸先生   高橋先生 

黒岩先生   吉田先生 

飯塚先生   小松先生 

 

困ったことがあったら、 

いつでも相談してください。 



学校感染症（第二種）による出席停止期間について 

※インフルエンザ、新型コロナ感染症の治癒証明書は、医師が必要と認めた場合を除いて、原則不要です。 

感染性胃腸炎、溶連菌感染症、手足口病等の「第三種 その他の感染症」も、原則不要です。 
 

 
日本スポーツ振興センター災害共済給付制度について 

学校の管理下でけがをして医療機関にかかったときの医療費が給付されます。総医療費 5,000 円

（自己負担が３割の場合、支払額が 1,500 円）以上が対象になります。受診した月から２年間請求

を行わなければ給付を受けられなくなるので、早めに学校までお知らせください。 

 また、子ども医療費助成（受給券）との併用はできませんので、ご承知おきください。 

 

保健室からのお願い 

・保護者の方の緊急連絡先を常に明らかにしておいてください。変更した場合は速やかに学校にお

知らせください。 

・保健室は、学校内で起きた事故などについて応急処置をするところです。内服薬を

与えることや、継続しての傷の手当ては原則として行っておりませんので、ご承知

おきください。 

・お子さんのことで何か心配なことがありましたら、いつでも保健室までご連絡くだ

さい。お役に立てることがあれば、精一杯お応えしていきたいと思います。 

                       保健室（担当:小松） TEL 04－7178－6370 

 感染症名 出席停止期間 治癒証明書について 

第二種 インフルエンザ 発症した後 5 日を経過し、かつ、解熱した後 2 日（た

だし幼児 においては 3 日）を経過するまで。 不要※ 

新型コロナウイルス感染症 発症した後 5 日を経過し、かつ、症状が軽快した後 1

日を経過するまで。 
不要※ 

百日咳 特有の咳が消失するまで⼜は、５日間の適切な抗菌性

物質製剤による治療が終了するまで 
必要 

麻しん（はしか） 解熱後、３日を経過するまで 必要 

流⾏性⽿下腺炎（おたふくかぜ） 耳下腺、顎下腺の腫脹が発現した後 5 日を経過し、か

つ、全⾝状態が良好になるまで。 
必要 

風しん 発疹が消失するまで 必要 

水痘（みずぼうそう） すべての発しんが、か皮化（かさぶた）するまで。 必要 

咽頭結膜熱（プール熱） 主要症状消退後２日を経過するまで。 必要 

結核 病状により学校医その他の医師において感染のおそ

れがないと認めるまで 
必要 


